
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

平

成

二

十

七

年

度

管

理

理

容

師

資

格

認

定

講

習

生

活

衛

生

課

会

の

指

定

○

平

成

二

十

七

年

度

管

理

美

容

師

資

格

認

定

講

習

〃

会

の

指

定

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

平

成

二

十

七

年

度

狩

猟

免

許

試

験

の

実

施

自

然

環

境

課

○

平

成

二

十

七

年

度

狩

猟

免

許

の

更

新

に

係

る

適

〃

性

試

験

及

び

講

習

の

実

施

○

土

地

改

良

区

役

員

の

就

任

届

耕

地

課

○

河

川

整

備

計

画

の

公

表

河

川

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

企

業

局

】

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

総

務

企

画

課

岡

山

県

公

報

平成２７年４月１７日 第１１６７８号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

片
山
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

倉
敷
市
寿
町
一

二
六

マ
ツ
ダ
パ
ー
キ
ン
グ
ビ
ル
一
階

平
成
二
十
七
年
四
月
九
日

－

平成２７年４月１７日　岡山県公報　第１１６７８号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理

理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

講

習

科

目

講

習

時

間

公
衆
衛
生

四
時
間

理
容
所
の
衛
生
管
理

十
四
時
間

三

講
習
日
程

第
一
日

平
成
二
十
七
年
九
月
十
四
日

第
二
日

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
八
日

第
三
日

平
成
二
十
七
年
十
月
五
日

四

講
習
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

山
陽
新
聞
社

岡
山
県
岡
山
市
北
区
柳
町
二
丁
目
一
番
一
号

五

講
習
予
定
人
員

三
十
名

六

受
講
料

一
万
八
千
円

七

問
い
合
わ
せ
先

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

広
島
県
広
島
市
中
区
紙
屋
町
一
丁
目
二
番
二
七
号
広
島
日
興
ビ
ル
六
階

電
話
〇
八
二

二
三
六

一
一
五
〇

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
美

容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

講

習

科

目

講

習

時

間

公
衆
衛
生

四
時
間

美
容
所
の
衛
生
管
理

十
四
時
間

三

講
習
日
程

第
一
日

平
成
二
十
七
年
九
月
十
四
日

第
二
日

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
八
日

第
三
日

平
成
二
十
七
年
十
月
五
日

四

講
習
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

山
陽
新
聞
社

岡
山
県
岡
山
市
北
区
柳
町
二
丁
目
一
番
一
号

五

講
習
予
定
人
員

百
七
十
名

六

受
講
料

一
万
八
千
円

七

問
い
合
わ
せ
先

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

広
島
県
広
島
市
中
区
紙
屋
町
一
丁
目
二
番
二
七
号
広
島
日
興
ビ
ル
六
階

電
話
〇
八
二

二
三
六

一
一
五
〇

－
－

平成２７年４月１７日　岡山県公報　第１１６７８号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
梁
市
川
面
町
字
向
二
〇
八
八
の
一
、
二
〇
八
八
の
二
、
字
吉
祥
寺
二
〇
九
三
、
字
穴
迫
二
〇
九

四
、
二
一
〇
〇
、
二
一
〇
二
、
字
吉
野
屋
二
〇
九
六
、
字
穴
迫
谷
二
一
一
〇
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る

）
。

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(1)

字
向
二
〇
八
八
の
一
、
二
〇
八
八
の
二
、
字
穴
迫
二
一
〇
〇
、
二
一
〇
二
、
字
穴
迫
谷
二
一

一
〇
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(2)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

(3)
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(4)
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
高

「

梁
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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〔

〕

（

）

、

一
五
二

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

平
成
十
年
法
律
第
七
号

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

日
本
地
美
恵

特
定
非
営
利
活
動
法
人

三

代
表
者
の
氏
名

粟
井

學

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
北
山
一
三
九
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
高
齢
者
、
不
定
期
雇
用
者
に
対
し
て
、
有
害
鳥
獣
処
理
施
設
事
業
に
よ
り
食

肉
加
工
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
、
農
業
用
堆
肥
化
し
販
売
す
る
こ
と
、
ま
た
不
定
期
使
用
の
自
治
体
公
共

娯
楽
施
設
等
を
音
楽
に
親
し
む
、
活
動
す
る
老
若
男
女
に
開
放
し
、
有
効
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

集
落
に
繋
が
り
自
治
体
の
負
担
を
軽
減
、
地
域
の
活
性
化
媒
体
と
な
り
、
県
内
外
に
美
作
を
知
ら
し

め
地
域
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２７年４月１７日　岡山県公報　第１１６７８号



〔
一
五
三
〕
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

四
十
一
条
の
狩
猟
免
許
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
期
日
、
開
始
時
刻
及
び
場
所

期

日

開

始

時

刻

場

所

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分

岡
山
市
東
区
西
大
寺
南
一

二

三

－
－

六
日
（
日
曜
日
）

体
験
学
習
施
設
百
花
プ
ラ
ザ

電
話
（
〇
八
六
）
九
四
四

八
七
一
六

－

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一

午
前
九
時
三
十
分

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
四
〇

一

－

日
（
火
曜
日
）

マ
ー
ビ
ー
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

電
話
（
〇
八
六
）
六
九
八

九
一
一
一

－

平
成
二
十
七
年
九
月
十
日

午
前
九
時
三
十
分

津
山
市
大
田
九
二
〇

（
木
曜
日
）

グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
ズ
津
山
リ
ー
ジ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー

電
話
（
〇
八
六
八
）
二
七

七
一
五
〇

－

二

試
験
内
容

試
験
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

１

狩
猟
に
つ
い
て
必
要
な
適
性

２

狩
猟
に
つ
い
て
必
要
な
技
能

３

狩
猟
に
つ
い
て
必
要
な
知
識

三

受
験
資
格

岡
山
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

１

試
験
の
日
に
お
い
て
網
猟
免
許
及
び
わ
な
猟
免
許
に
あ
っ
て
は
十
八
歳
に
、
第
一
種
銃
猟
免
許

及
び
第
二
種
銃
猟
免
許
に
あ
っ
て
は
二
十
歳
に
、
そ
れ
ぞ
れ
満
た
な
い
者
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２

統
合
失
調
症
、
そ
う
鬱
病
（
そ
う
病
及
び
鬱
病
を
含
む

、
て
ん
か
ん
（
発
作
が
再
発
す
る

。
）

お
そ
れ
が
な
い
も
の
、
発
作
が
再
発
し
て
も
意
識
障
害
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
も
の
及
び
発
作
が
睡

眠
中
に
限
り
再
発
す
る
も
の
を
除
く

）
そ
の
他
自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ
の
判

。

別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
失
わ
せ
、
又
は
著
し
く
低
下
さ
せ
る
症
状
を
呈
す
る
病
気
に
か
か

っ
て
い
る
者

３

麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

４

自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ
の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
な
く
、
又
は
著

し
く
低
い
者
（
１
か
ら
３
ま
で
に
該
当
す
る
者
を
除
く

）
。

５

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し

て
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

６

狩
猟
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
取
消
し
に

係
る
種
類
の
も
の
に
限
る

）
。

四

受
験
手
続

１

受
験
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
一
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
場
所
で
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

受
験
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の
狩
猟
免
許
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
次
に
定
め

る
と
お
り
提
出
す
る
こ
と
。

体
験
学
習
施
設
百
花
プ
ラ
ザ
で
の
受
験
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月

(1)
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
三
日
ま
で
の
間
に
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

マ
ー
ビ
ー
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
で
の
受
験
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
七
年
六

(2)
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
ズ
津
山
リ
ー
ジ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
の
受
験
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
平

(3)
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
に
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
に
提
出

す
る
こ
と
。

３

狩
猟
免
許
申
請
書
に
は
、
次
の
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
。

三
の
２
か
ら
４
ま
で
に
該
当
す
る
者
で
な
い
旨
の
医
師
の
診
断
書
一
通
（
た
だ
し
、
銃
砲
刀

(1)
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
許
可
証
の
写
し
）

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ

(2)
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
（
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月

平成２７年４月１７日　岡山県公報　第１１６７８号



日
を
記
入
し
た
も
の
）
一
枚

狩
猟
免
許
手
数
料
五
千
二
百
円
相
当
（
現
に
受
験
し
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
以
外
の
狩
猟
免

(3)
許
を
受
け
て
い
る
者
は
、
三
千
九
百
円
相
当
）
の
岡
山
県
収
入
証
紙

郵
便
切
手
を
貼
付
し
、
宛
名
及
び
宛
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
定
型
長
形
三
号
）
一
通

(4)
４

狩
猟
免
許
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
は
、
受
験
票
を
交
付
す
る
。
な
お
、
受
験
票
を
試
験
当
日

必
ず
持
参
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他

１

狩
猟
免
許
申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
左
下
に
「
狩
猟
免
許
申
請
書
」
と
朱
書
す
る

こ
と
。

２

狩
猟
免
許
申
請
書
は
、
最
寄
り
の
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
請
求
す
る
こ
と
。

３

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
市
北
区
内
山
下
二

四

六

電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
三
一
〇

－
－

－

岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課

岡
山
市
北
区
弓
之
町
六

一

電
話
（
〇
八
六
）
二
三
三

九
八
三
二

－
－

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企

画
課

倉
敷
市
羽
島
一
〇
八
三

電
話
（
〇
八
六
）
四
三
四

七
〇
五
二

－

岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企

画
課

津
山
市
山
下
五
三

電
話
（
〇
八
六
八
）
二
三

一
三
八
四

－

岡
山
県
美
作
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企

画
課
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〔
一
五
四
〕
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
試
験
及
び
講
習
を
次
の
と

お
り
行
う
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

適
性
試
験
及
び
講
習
の
期
日
、
開
始
時
刻
及
び
場
所

期

日

開

始

時

刻

場

所

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
四
〇

一

－

三
日
（
火
曜
日
）

マ
ー
ビ
ー
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

電
話
（
〇
八
六
）
六
九
八

九
一
一
一

－

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分

和
気
郡
和
気
町
父
井
原
四
三
〇

一

－

五
日
（
木
曜
日
）

学
び
館
「
サ
エ
ス
タ
」

電
話
（
〇
八
六
九
）
八
八

九
一
一
〇

－

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分

津
山
市
大
田
九
二
〇

六
日
（
金
曜
日
）

グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
ズ
津
山
リ
ー
ジ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー

電
話
（
〇
八
六
八
）
二
七

七
一
五
〇

－

平
成
二
十
七
年
七
月
二
日

午
前
九
時
三
十
分

玉
野
市
玉
二

三

一

－
－

（
木
曜
日
）

玉
野
市
総
合
体
育
館

電
話
（
〇
八
六
三
）
三
二

三
七
〇
九

－

平
成
二
十
七
年
七
月
三
日

午
前
九
時
三
十
分

新
見
市
新
見
一
二
三

二

－

（
金
曜
日
）

ま
な
び
広
場
に
い
み

電
話
（
〇
八
六
七
）
七
二

六
一
一
〇

－

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

午
前
九
時
三
十
分

真
庭
市
勝
山
三
一
九
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（
金
曜
日
）

勝
山
文
化
セ
ン
タ
ー

電
話
（
〇
八
六
七
）
四
四

二
〇
一
一

－
平
成
二
十
七
年
七
月
十
六

午
前
九
時
三
十
分

岡
山
市
東
区
西
大
寺
南
一

二

三

－
－

日
（
木
曜
日
）

体
験
学
習
施
設
百
花
プ
ラ
ザ

電
話
（
〇
八
六
）
九
四
四

八
七
一
六

－

平
成
二
十
七
年
七
月
十
六

午
前
九
時
三
十
分

井
原
市
七
日
市
町
一
二

一

－

日
（
木
曜
日
）

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
イ
フ
井
原

電
話
（
〇
八
六
六
）
六
三

三
三
四
七

－

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分

新
見
市
神
郷
下
神
代
三
九
三
六

三
日
（
木
曜
日
）

神
郷
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

電
話
（
〇
八
六
七
）
九
二

六
一
一
〇

－

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分

美
作
市
湯
郷
八
二
六

四
－

四
日
（
金
曜
日
）

美
作
文
化
セ
ン
タ
ー

電
話
（
〇
八
六
八
）
七
二

一
一
三
五

－

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十

午
前
九
時
三
十
分

高
梁
市
原
田
北
町
一
二
〇
三

一

－

日
（
木
曜
日
）

高
梁
市
文
化
交
流
館

電
話
（
〇
八
六
六
）
二
一

〇
一
八
〇

－

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日

午
前
九
時
三
十
分

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
四
八
六
〇

六

－

（
木
曜
日
）

き
び
プ
ラ
ザ

電
話
（
〇
八
六
六
）
五
六

八
二
五
五

－

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日

午
前
九
時
三
十
分

倉
敷
市
水
島
東
千
鳥
町
一

五
〇

－

（
木
曜
日
）

水
島
愛
あ
い
サ
ロ
ン

電
話
（
〇
八
六
）
四
四
〇

五
五
一
一

－
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平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

午
前
九
時
三
十
分

津
山
市
大
田
九
二
〇

（
金
曜
日
）

グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
ズ
津
山
リ
ー
ジ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー

電
話
（
〇
八
六
八
）
二
七

七
一
五
〇

－

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分

赤
磐
市
下
市
三
三
七

日
（
木
曜
日
）

赤
磐
市
立
中
央
公
民
館

電
話
（
〇
八
六
）
九
五
五

〇
〇
六
九

－

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分

浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
二
二
四
四

二
六

－

日
（
木
曜
日
）

浅
口
市
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

電
話
（
〇
八
六
五
）
四
四

七
〇
〇
七

－

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分

津
山
市
大
田
九
二
〇

一
日
（
金
曜
日
）

グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
ズ
津
山
リ
ー
ジ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー

電
話
（
〇
八
六
八
）
二
七

七
一
五
〇

－

平
成
二
十
七
年
九
月
三
日

午
前
九
時
三
十
分

岡
山
市
北
区
芳
賀
五
三
〇
一

（
木
曜
日
）

テ
ク
ノ
サ
ポ
ー
ト
岡
山

電
話
（
〇
八
六
）
二
八
六

九
六
六
四

－

平
成
二
十
七
年
九
月
三
日

午
前
九
時
三
十
分

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
四
〇

一

－

（
木
曜
日
）

マ
ー
ビ
ー
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

電
話
（
〇
八
六
）
六
九
八

九
一
一
一

－

二

適
性
試
験
及
び
講
習
の
内
容

１

適
性
試
験
は
、
狩
猟
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
に

よ
る
改
正
後
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
四
３

に
お
い

(2)

て
「
新
法
」
と
い
う

）
第
十
八
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
従
事
す

。
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る
者
（
四
３

に
お
い
て
「
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
従
事
者
」
と
い
う

）
で
あ
っ
て
、
狩
猟
に

。

(2)

つ
い
て
必
要
な
適
性
を
有
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

講
習
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣
並
び

に
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
に
つ
い
て
行
う
。

三

更
新
対
象
者
等

岡
山
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
平
成
二
十
四
年
度
に
狩
猟
免
許
を
受
け
た
者
。
た
だ
し
、
他

の
狩
猟
免
許
を
有
す
る
場
合
は
、
他
の
未
だ
有
効
期
間
が
満
了
し
な
い
免
許
も
繰
り
上
げ
て
更
新
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

四

更
新
手
続

１

更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
一
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
場
所
で
も
適
性
試
験
及
び
講
習
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

（

、

、

適
性
試
験
及
び
講
習
の
日
の
十
四
日
前

そ
の
日
が
土
曜
日

日
曜
日
又
は
祝
日
で
あ
る
場
合
は

そ
の
直
後
の
平
日
）
ま
で
に
適
性
試
験
及
び
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
県
民
局

に
提
出
す
る
こ
と
。

３

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
に
は
、
次
の
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
。

次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
該
当
す
る
者
で
な
い
旨
の
医
師
の
診
断
書
一
通
（
た
だ
し
、
銃
砲
刀

(1)
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
許
可
証
の
写
し
）

ア

統
合
失
調
症
、
そ
う
鬱
病
（
そ
う
病
及
び
鬱
病
を
含
む

、
て
ん
か
ん
（
発
作
が
再
発

。
）

す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
、
発
作
が
再
発
し
て
も
意
識
障
害
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
も
の
及
び

。
）

、

発
作
が
睡
眠
中
に
限
り
再
発
す
る
も
の
を
除
く

そ
の
他
自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し

又
は
そ
の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
失
わ
せ
、
又
は
著
し
く
低
下
さ
せ
る
症
状
を
呈

す
る
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
者

イ

麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

ウ

自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ
の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
な
く
、
又

は
著
し
く
低
い
者
（
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く

）
。

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
従
事
者
に
あ
っ
て
は
、
新
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定

(2)
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
が
作
成
し
た
当
該
従
事
者
が
狩
猟
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
を
有

す
る
こ
と
の
確
認
を
し
た
旨
の
書
面

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ

(3)
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ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
（
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月

日
を
記
入
し
た
も
の
）
一
枚

狩
猟
免
許
更
新
手
数
料
二
千
九
百
円
相
当
の
岡
山
県
収
入
証
紙

(4)

郵
便
切
手
を
貼
付
し
、
宛
名
及
び
宛
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
定
型
長
形
三
号
）
一
通

(5)
４

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
は
、
受
検
票
を
交
付
す
る
。
な
お
、
受
検
票
は
適
性

試
験
及
び
講
習
の
当
日
必
ず
持
参
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他

１

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
左
下
に
「
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
」
と

朱
書
す
る
こ
と
。

２

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
は
、
最
寄
り
の
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
請
求
す
る
こ

と
。

３

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
市
北
区
内
山
下
二

四

六

電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
三
一
〇

－
－

－

岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課

岡
山
市
北
区
弓
之
町
六

一

電
話
（
〇
八
六
）
二
三
三

九
八
三
二

－
－

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企

画
課

倉
敷
市
羽
島
一
〇
八
三

電
話
（
〇
八
六
）
四
三
四

七
〇
五
二

－

岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企

画
課

津
山
市
山
下
五
三

電
話
（
〇
八
六
八
）
二
三

一
三
八
四

－

岡
山
県
美
作
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企

画
課
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〔
一
五
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

足
守
土
地
改
良
区

二

就
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

事
の
別

増
田

肇

岡
山
市
北
区
足
守
一
三
三
五

二

理

事

－
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〔

〕

（

）

、

一
五
六

河
川
法

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

一
級
河
川
高
梁
川
水
系
下
流
ブ
ロ
ッ
ク
河
川
整
備
計
画
を
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
六
日
に
定
め
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
建
設
企
画
課
及
び
岡
山

県
備
中
県
民
局
建
設
部
建
設
企
画
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

河
川
管
理
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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〔
一
五
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

浅
口
市
金
光
町
占
見
一
三
三
〇

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
東
一
三
一
七

虫
明
大
仁
郎

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
九
二
号

平成２７年４月１７日　岡山県公報　第１１６７８号



◎
岡
山
県
企
業
局
公
告
第
一
号

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契

。

約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

兼

郎

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

船
穂
揚
水
機
場
に
お
け
る
電
力
需
給
（
交
流
三
相
三
線
式
、
供
給
電
圧
六
、
〇
〇
〇
Ｖ
）

予
定
使
用
電
力
量

二
、
二
一
七
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
ｈ

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
企
業
局
工
業
用
水
道
事
務
所

倉
敷
市
連
島
町
西
之
浦
五
九
一
二

三

－

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

中
国
電
力
株
式
会
社

岡
山
県
倉
敷
市
中
庄
二
二
九
三

二

－

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

三
二

〇
六
四

一
九
二
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

三
七
五

一
二
五
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め
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